
自治会・町内会に入って住みよいまちに
～京都市は、自治会・町内会を
� 応援しています～

国民健康保険からのお知らせ
新しい保険証（1人1枚のカード様式）をお送りしま
す。
　現在お持ちの保険証の有効期限は11月30日（火）
までです。新しい保険証は11月中に簡易書留郵便
等によりお届けしますので、次の点をお確かめく
ださい。
●保険証の記載内容に誤りはないか。
●�他の保険に加入した方や住所を変更した方に�
ついての届出を忘れていないか。
※�古い保険証は、細かくきざんで処分するか、�
保険年金課へお返しください。
問合せ 保険年金課　資格担当（☎812-2583）

国民健康保険、後期高齢者医療制度からの
お知らせ

有効期限の短い保険証、又は資格証明書の交付に
ついて
　保険料を滞納されている方には、有効期限の短
い保険証、又は医療費を一旦全額お支払いいただ
く資格証明書（国民健康保険のみ）を交付すること
があります。保険料は皆さんの医療費や高齢者医
療・介護に要する費用を社会全体で賄っていくた
めに活用されるとともに、制度運営に欠かすこと
ができない財源ですので、納期内にご納付くださ
い。保険料の納付が困難な場合には、お早めにご
相談ください。
問合せ 保険年金課　徴収推進担当

（☎812-2584）

11月及び12月は市税の
「滞納整理強化期間」です
　本市では、11月と12月を滞納整理強化期間と定
め、滞納市税の徴収強化に努めています。
　新型コロナウイルス感染症の影響等により、市
税の納付が困難な場合は、納税を猶予する制度も
ありますので、お早めにご相談ください。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、�
ご相談は電話にてお願いします。
問合せ 市税事務所納税第二担当（中京区担当）

（☎222-3453）

ひとり親家庭住宅支援資金貸付の
創設について

　児童扶養手当の受給者で、「母子・父子自立支援
プログラム」の策定を受け、自立に向けて意欲的
に取り組んでいる方に対して、住居を借りるため
に必要となる資金（月上限４万円、原則12箇月以
内）の無利子貸付制度が創設されました。
　なお、安定的な就労につながった場合には、１
年間の就労継続後に貸付金の償還を一括して免除
します。
問合せ 子どもはぐくみ室　子育て推進担当

（☎812-2543）

胸部（結核・肺がん）検診を受けましょう！
日　時 毎週月曜日（10/25、11/1、11/8、11/15）

の９時～11時
場　所 区役所２階
対　象 40歳以上の方（65歳以上の方は感染症法に

より年１回の結核検診の受診が義務付けら
れています）

申込方法 電話にて
※�問診の結果、喀

かく
痰
たん
検査が必要な場合は別途1,000

円（免除制度あり）
問合せ 健康長寿推進課　健康長寿推進担当

(☎812-2544)

成人・妊婦歯科相談
　歯科医師と歯科衛生士による
歯科健診・相談を行います。
日　時 11月10日（水）９時～10時半
場　所 区役所２階
対　象 市内在住の18歳以上の方および妊産婦
問合せ 健康長寿推進課　健康長寿推進担当

（☎812-2544）

献血にご協力ください
日　時・ 場　所

❶10月22日（金）
10時～12時　献血ルーム四条

❷10月30日（土）
10時～12時15分、13時半～16時半
JR二条駅西口

問合せ 健康長寿推進課　地域支援担当
（☎812-2534）

中京いきいき市民活動センター
☎ 802-1301　FAX 841-4601
E-Mail info@n-iki2.com

いきセン発表会
　中京いきいき市民活動センターを利用
して市民活動をされている方の活動発表会です。
どなたでも参加できますので、お気軽にお申込み
ください。
日　時 11月27日（土）13時～16時
内　容 舞台発表（楽器演奏・歌・ダンス・落語他）、

展示発表（書道・ちぎり絵・藍染他）
料　金 100円（飲料・お菓子代）
申込方法 11月20日（土）までに電話、FAX、メール

にて

和みのヨーガ
　日本人の知恵がつまったやさしい整体
法で、心とカラダをゆるめませんか？体のかたい
方や心身の不調を感じる方など、どなたでも無理
なく行うことができます。
日　時 11月22日（月）10時半～12時15分
料　金 2,000円
申込方法 11月15日（月）までに電話、FAX、メール

にて

中央図書館
☎ 802-3133　FAX 812-5816

図書の展示と貸出し　11月のテーマ
「もうすぐクリスマス」
「働くってなんだろう」
「京の建物」

812 - 0061
812 - 0408

（
代
表
）

中京区役所
〒604-8588

西堀川通御池下る

☎
FAX

お知らせコーナー

来年4月に小学校・
義務教育学校へ入学する
新1年生の保護者の方へ

※�新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、中止又は実施方法変
更の可能性があります。
❶弁護士による市民法律相談（予約制）

日　時　毎週水曜日�13時15分～15時15分
受　付　相談日の週の月曜日から電話、窓口

（１階まちづくり推進担当）にて予約
※受付は平日９時～17時
※相談時間は1名20分程度

問合せ　まちづくり推進担当（☎812-2426）
❷行政相談委員による行政相談

日　時　11月４日（木）13時半～15時半
問合せ　まちづくり推進担当（☎812-2426）

総務省京都行政監視行政相談センター
（☎802-1100）

❸行政書士による困りごと相談
日　時　11月10日（水）10時～11時50分
問合せ　京都府行政書士会事務局（☎692-2500）
❹司法書士による登記・法律相談

日　時　11月18日（木）９時半～11時半
受　付　当日９時から（先着４名）

※相談時間は1名30分程度
問合せ　京都司法書士会（☎255-2566）
❺空き家等相談窓口（予約制）

日　時　11月２日（火）13時半～15時50分
受　付　10月29日（金）までに 京都いつでも

コール（☎661-3755、2・3面の下部
参照）にて、氏名、電話番号、希望日
時・会場、相談物件の住所、相談概要
を明記（先着3組（1組2名まで））

問合せ　まち再生・創造推進室（☎222-3503）

各種相談のご案内 いずれも無料
場所　区役所1階特別相談室

困ったら一人で悩まず行政相談

先着
10名

先着
30名

無料予約
不要
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YouTubeで動画公開中！
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中京区役所には一般来庁者用駐車場はありません。ただし、障害のある方などは京都おもいやり駐車場をご利用いただけます。

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、掲載している催し等は 中止・延期になる場合があります。詳しくは問合せ先にご確認ください。

　来年４月に小学校・義務教育学校に入学する
お子さん（平成27年４月２日～平成28年４月１
日に生まれた方）へ、入学に関する書類（入学届）
を10月21日（木）頃に発送しますので、11月５日

（金）までに指定の学校に提出してください｡
　国・私立小学校に入学を予定している方、引
っ越し予定の方も提出が必要です。
　もし、入学に関する書類が届かない場合は、
市民窓口課（☎812-2436）へお問合せください｡
　就学時健康診断の日程は、各学校のホームペ
ージに掲載し、「入学届」の提出時にも学校から
ご案内します。
　（詳しくは、指定の学校へお問合せください）
※ 来年、中学校へ入学される方の入学手続等は

来年１月頃です。
問合せ　指定の学校又は市教委調査課

（☎222-3772）、
就学時健康診断は指定の学校又は 
市教委体育健康教育室学校保健担当

（☎708-5321）

現在血液が
不足しています！


